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令和 3 年流山市教育委員会議第 7 回定例会会議録 

 

１ 日 時   令和 3 年 7 月 15 日（木曜日） 

開会  午前 10 時 00 分 

閉会  午前 10 時 30 分 

 

２ 場 所   流山市役所 301 会議室 

 

３ 出席委員  教  育  長    田中 弘美 

教育長職務代理者 杉浦  明 

委   員    宮田 義則 

委   員    堀内  博 

委   員    割田 由佳 

 

４ 欠席委員  なし 

 

５ 傍聴者   なし 

 

６ 出席職員  教育総務部長           菊池 智之 

        学校教育部長           前川 秀幸 

        生涯学習部長           飯塚 修司 

        教育総務部次長兼学校施設課長   大塚 昌浩 

        学校教育部次長兼学校教育課長   宮本 信一 

        生涯学習部次長兼生涯学習課長   石戸 敏久 

        教育総務課長           鈴木 貴之 

指導課長補佐           郡司 美紀 

いじめ防止相談対策室長      木藤  潔 

スポーツ振興課長         伊藤 紀幸 

公民館長             寺門 宏晋 

図書館長             新倉 英之 

博物館長             秋谷 大和 
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７ 事務局職員 教育総務課長補佐         矢代  薫 

        教育総務課庶務係長        山田 大輔 

教育総務課主事          石戸 寛諭 

８ 議案等 

  議案第３４号 流山市立小学校及び中学校管理規則の一部を改正する規則の制定につ  

いて 

  議案第３５号 流山市通学区域審議会委員の委嘱について 

  協議  ウ  教育財産の目的外使用について（南流山中学校移転先用地） 

   

９ 議事の内容 

（開会 午前 10 時 00 分） 

田中教育長 

 

 

 

 

 

田中教育長 

 

 

教育総務部長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ただいまから、令和３年流山市教育委員会議第７回定例会を開会します。 

まず、令和３年流山市教育委員会議第６回定例会の会議録をお配りしてお

りますが、御意見、御指摘などございますか。 

 

（特になし との声あり） 

 

特になしということですので、承認することにいたします。 

それでは、教育長報告をお願いします。 

 

それでは第６回教育委員会議以降の動きについて御報告します。私からは

６月議会の関係と、教育委員の増員の２点について、教育長に代わり御報告

いたします。まず１点目は６月議会についてです。６月議会は６月１７日に

開会し、７月７日に閉会しました。また、一般質問は６月２２日から２５日

までの４日間開催され、教育委員会に対しては１１名の議員から質問があり

ました。主な質問項目は、質疑順に 

(1)校則について。 

 (2)学校への防犯カメラの設置について。 

 (3)学校への生理用品の配布について。 

 (4)全国学力学習状況調査及び全国体力運動能力調査の状況について。 

 (5)既存の学校施設の改修や設備機器の更新に係る総合計画への位置づけ 

について。 

 (6)流山本町にある市の指定記念物について。 

 (7)ＧＩＧＡスクール構想の進捗状況について。 
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田中教育長 

 

 

 

 

田中教育長 

 

 

 

 

 

学校教育部長 

 

 

 

 (8)学童保育の質の向上について。 

(9)流山スポーツフィールドの再設備について。 

(10)東京オリンピック・パラリンピック競技大会について。 

(11)南流山中学校の、東洋学園大学旧校舎への移転について。 

(12)ヤングケアラーに対する支援について。 

(13)小学校３５人学級の実施状況と、教職員の配置要望について。 

(14)コロナ禍における、学校図書館の利用状況について。 

の１４点であり、教育長をはじめ、３部長で答弁対応を行いました。 

次に２点目、教育委員の増員についてです。７月７日の議会閉会日、市長

から議案第６１号「教育委員会委員の選任について」が追加議案として上程

され、同日議会の同意を得ました。今回選任された方は、従前より教育委員

の皆様に御相談、御協議申し上げてまいりました 山本 正子氏 となりま

す。同氏はおおたかの森助産院の院長を務める傍ら、臨床発達心理士の資格

を活かし、都内にある小学校の特別支援学級巡回指導を担当されるなど、教

育に深い関心と知見を有しておられます。辞令交付は来月８月２日の朝９時

から市長室で行われる予定であり、８月２６日の、南流山小学校を会場とし

て開催する、８月の教育委員会議定例会より御出席をいただく予定となって

おります。 

 

ただいまの教育長報告に対しまして、質疑、意見等がありましたらお願い

します。 

 

（特になし との声あり） 

 

特にないようですので、以上で教育長報告については終了いたします。 

これより議事に入ります。 

議案第３４号「流山市立小学校及び中学校管理規則の一部を改正する規則の

制定について」を議題とします。 

提案理由の説明を求めます。 

 

（教職員の年度始めの準備期間を十分に確保することを目的として、学年

始めの休業期間を延ばすにあたり、所要の改正を行う旨の説明） 

 

同規則１９条の２第１号にある学年始め休業は「４月１日から４月４日ま
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田中教育長 

 

 

 

田中教育長 

 

 

 

 

田中教育長 

 

 

 

 

 

学校教育部長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

で」とされています。しかし、この期間に２日間の週休日が含まれると勤務

日は２日間となり、教職員の年度始めの準備期間が十分に確保できません。

また、それに伴い児童・生徒の新年度の開始にも影響が出ることが懸念され

ます。そのため、学年始め休業を４月１日から４月５日までとし、教職員の

年度始めの準備期間を十分に確保し、余裕をもって始業式を迎えることがで

きるようにするとともに、児童・生徒がスムーズに新年度をスタートさせる

ことができるようにするため、一部を改正するものです。 

 

本案について質疑等ありましたらお願いします。 

 

（特になし との声あり） 

 

質問がないようですので、議案第３４号は、原案のとおり可決することに

御異議ありませんか。 

 

（異議なし との声あり） 

 

御異議なしと認めます。よって議案第３４号は、原案のとおり可決するこ

とに決しました。 

次に、議案第３５号「流山市通学区域審議会委員の委嘱について」を議題と

します。 

提案理由の説明を求めます。 

 

（流山市通学区域審議会委員の任期が令和３年７月３１日をもって満了す

ることに伴い、新たに委嘱する旨の説明） 

 

流山市通学区域審議会は、流山市通学区域審議会条例で、教育委員会の附

属機関として位置づけされており、流山市立小中学校の通学区域に関する事

項について審議を行い、教育委員会に答申することを担任事務として設置さ

れております。流山市通学区域審議会委員は、現在１５名の委員を委嘱して

おりますが、委員任期が令和３年７月３１日で満了となることから、委員を

委嘱するものです。委員は１５名以内で、知識経験を有する者、学校長の代

表者、ＰＴＡの代表者、市民等で、委嘱期間は２年間と規定されております

ので、次期の委嘱期間は令和３年８月１日から令和５年７月３１日までとな
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田中教育長 

 

 

 

田中教育長 

 

 

 

 

田中教育長 

 

 

 

 

 

学校施設課長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

田中教育長 

ります。委嘱する審議会委員は、議案書５ページのとおりです。今回の委嘱

では、各種団体からの推薦委員を１０名とし、公募による市民等を５名選出

し、候補者として提案させていただきました。 

 

本案について質疑等ありましたらお願いします。 

 

（特になし との声あり） 

 

質問がないようですので、議案第３５号は、原案のとおり可決することに

御異議ありませんか。 

 

（異議なし との声あり） 

 

御異議なしと認めます。よって議案第３５号は、原案のとおり可決するこ

とに決しました。 

次に、協議ウ「教育財産の目的外使用について（南流山中学校移転先用地）」

を議題とします。 

協議理由の説明を求めます。 

 

（学校法人東洋学園 理事長 愛知 太郎より、教育活動の一環として、

南流山中学校移転先用地（テニスコート）を使用したい旨の要望を受けた旨

の説明） 

 

教育財産の目的外使用についてです。名称 南流山移転先用地（テニスコ

ート）、使用部分は、流山市鰭ケ崎字背戸谷１６６２番地、使用面積は４，１

００平方メートル、使用者は、学校法人東洋学園 理事長 愛知太郎 です。

目的は、教育活動の一環として、テニスコートを使用するためです。使用料

は２２９万５，２８１円になります。許可期間は、令和３年７月１６日から

令和４年３月３１日までとします。協議理由として、学校法人東洋学園より、

教育活動の一環として、南流山中学校移転のために取得した用地を、中学校

への改修工事に入るまでの間、学生のテニスコートとして使用したい旨の申

出がありましたので、許可するものです。 

 

本案について質疑等ありましたらお願いします。 
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田中教育長 

 

 

 

 

田中教育長 

 

 

 

学校施設課長 

 

指導課長補佐 

 

スポーツ振興

課長 

 

公民館長 

 

図書館長 

 

 

博物館長 

 

田中教育長 

 

 

 

田中教育長 

 

 

 

 

（特になし との声あり） 

 

質問がないようですので、協議ウは、原案のとおり了承することに御異議

ありませんか。 

 

（異議なし との声あり） 

 

御異議なしと認めます。よって協議ウは、原案のとおり了承することに決

しました。 

次に、各課等報告に移ります。学校施設課からお願いします。 

 

（学校施設だよりの発行について報告） 

 

（コミュニティ・スクール設置に係る進捗状況ついて報告） 

 

（東京２０２０オリンピック・パラリンピック競技大会オランダ代表事前

キャンプにおける交流事業について、東部市民プールの中止について報告） 

 

（家庭教育講座合同講演会について報告） 

 

（スターツおおたかの森ホールにおける図書館サービスの拡充について報

告） 

 

（企画展「新収蔵資料展」の開催について報告） 

 

以上の各課等報告への質疑、意見等がありましたらお願いします。 

 

（特になし との声あり） 

 

質問がないようですので、各課等報告についての質疑を終了します。 

 以上をもって、本日教育委員会議に付議された案件の審議は終了いたしま

した。  

 それでは次回の教育委員会議について、事務局からお願いします。 
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事務局 

 

 

 

 

田中教育長 

 

 

 

 

 

 次回の教育委員会議は、８月２６日（木曜日）、午前１０時から南流山小学

校で開催したいと思いますが、いかがでしょうか。 

 

（次回の日程協議） 

 

それでは、次回の教育委員会議は、８月２６日（木曜日）、午前１０時から

南流山小学校で開催することとします。 

以上で、令和３年流山市教育委員会議第７回定例会を終了します。 

（閉会 午前 10 時 30 分） 


